
１　教育委員会

川 島 委 員 足 立 委 員

武 藤 委 員 横 山 委 員 伊 藤 委 員

早 川 教 育 長

（平成30年７月１日現在)

職　　名 氏　　　名 委員就任年月日 現　　任　　期

教　育　長 早　川　三根夫 平成24年  4月  2日
平成28年10月20日から

平成31年10月19日まで

委　　　員 川　島　政　樹 平成27年  8月  1日
平成27年 8月  1日から

平成31年 3月31日まで

委　　　員 足　立　佳代子 平成26年  7月  1日
平成30年 7月  1日から

平成34年 3月31日まで

委　　　員 武　藤　玲央奈 平成28年  1月  1日
平成29年  1月  1日から

平成32年  3月31日まで

委　　　員 横　山　正　樹 平成28年  7月  1日
平成29年  4月  1日から

平成33年  3月31日まで

委　　　員 伊　藤　知　子 平成30年  4月  1日
平成30年  4月  1日から

平成34年  3月31日まで
岐阜市教育委員会委員定数条例（平成26年条例第35号）により、岐阜市教育委員会の委員の定数は５人と定められています。
（平成26年７月１日施行）
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Ⅱ　教育行財政



　（１）教育委員会とは
▼教育委員会の体制
　地方公共団体が教育に関する事務を処理するにあたっては

　以上の４点が求められています。
　そこで、政治的中立を維持するとともに、地域に根ざした教育・文化の振興の実現を図るため、市長か
ら独立した行政委員会、教育に関する事務を管理執行する合議制の執行機関として、教育委員会が設置さ
れています。

▼教育委員会制度
　教育委員会は、教育長と複数の委員から構成し、委員の有する様々な知見を活用することで効果的かつ
適正な事務の執行を行っています。法令の定めにより、教育長の任命には、人格が高潔で教育行政に関し
識見を有するもののうちから、市長が議会の同意を得て任命することとし、任期は３年とされています。
　また、委員の任命については、人格が高潔で、教育・学術および文化に関し識見を有する者のうちから、
年齢・性別・職業等に著しい偏りが生じないよう配慮し、市長が議会の同意を得て任命することとし、任
期は４年、定数は４人とされています。なお、委員定数については、各地方公共団体の条例で定めるとこ
ろにより定数の変更が可能です。岐阜市教育委員会では、事務の執行にあたり、多様な分野から意見を聴
取し、より良い施策の展開を図るため、定数を４人から５人へと増員しています。

※　平成２７年４月に施行されました改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、教育長は、市長から直接任命されるこ
　ととなり、また、教育長と委員長が一元化されることとなりました。

１．地方自治が尊重されること
２．国、都道府県、市町村がそれぞれの役割分担を果たし、連携協力すること
３．政治的中立を維持し、教育の安定性を確保すること
４．住民の意思が反映されること

事務

市　長

会議を主宰（議長）
教育委員会代表（委員長名で法律行為）

旧委員長 権限 ＋ 旧教育長 権限

⇒ 旧委員長を廃止、新教育長に一元化

＜教育長の権限＞ 
・会務を総理し、教育委員会を代表

事務局

教育委員会
（合議制の執行機関）

非常勤
特別職

非常勤
特別職

非常勤
特別職

非常勤
特別職

非常勤
特別職

常　勤
特別職

指揮監督

▽教育委員会の組織

委員
教育長

委員 委員 委員 委員

議 会 同 意 得 て 任 命
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▼会議
▶定例会・臨時会
　委員による会議を月に１回程度開催し、岐阜市の教育に関する重要な事項について審議し、その合議に

より決定しています。会議は、基本的に岐阜市内の教育施設で実施し、会議のほか児童生徒との懇談や教

職員との意見交換、施設見学なども合わせて実施しています。このような会議のほか、緊急に会議を招集

する必要がある場合は、臨時会を開催しています。

　定例会や臨時会において審議されている主なものとしては、公立学校（大学を除く）その他の教育機関

の管理、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材及び教職員の身分の取扱いに関する事務、社会

教育・スポーツ等に関する事務などが挙げられます。

▶総合教育会議
　平成２６年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、平成２７年４月１日から、

すべての地方公共団体において総合教育会議を設置することとされました。同会議は地方公共団体の長と

教育委員会により構成され、両者が協議及び調整して、より一層民意を反映した教育行政を推進していく

こととされています。

　本市では、かねてから、人こそが最大の資源であると考え、教育を行政経営の中心に据え、教育によっ

て選ばれるまちを目指し、「子育て・教育立市」の旗を掲げ、市長と教育委員会が緊密に連携して、教育

に関する施策を進めてきました。引き続き、総合教育会議における議論を通じて、市長と教育委員会との

連携を深め、更なる「子育て・教育立市」を推進し、子育て、教育環境の充実・魅力向上に努めてまいり

ます。

▼学校・園訪問
　教育委員会事務局による学校・園訪問（以下、学校訪問）をすべての学校・園に対して計画的に実施し、

各学校の状況を把握するとともに指導の在り方や施設管理など総合的に視察し、指摘や助言などを行って

います。

　一部の学校訪問においては、子どもの様子や教職員の指導、学校施設の管理状況などを確認するため、

教育委員会委員が同席します。岐阜市の教育に関する重要な事項を審議する委員が学校や園の様子などを

把握できる大切な機会であるとともに、学校や園にとっては、委員の有する専門的な知見から助言を受け

ることのできる重要な機会となっています。

　　　　　　　　△学校訪問の様子（中学校）　　　　　　　　 △学校訪問の様子（幼稚園）
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▼教育大綱
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、「教育、学術及び文化の振興に関する総合
的な施策の大綱」として、岐阜市長が策定する、岐阜市の教育に関する施策の目標や根本となるべき方針
を示すものです。
　この大綱の策定に当たっては、地方教育行政法第 1 条の 3 第 1 項の規定により、教育基本法（平成 18
年法律第 120 号）第 17 条第 1 項の規定に基づいて、国が策定した教育振興基本計画を参酌しました。

（１）大綱策定の趣旨

（本市の取り組み）

　本市は、資源の少ない我が国において“人こそが最大の財産”であると考え、平成 18 年度に、重点政
策の基本方針に「知識社会への転換」を掲げて以来、常に「教育」を行政経営の中心に据え、子育て・教
育によって選ばれるまち－「子育て・教育立市」に向けた取り組みを推進してきました。平成 22 年度か
らは、様々な場面で人が主役となり、人を中心にした「人間主義都市」の実現を目指し、人への投資を更
に加速してきたところです。

　具体的には、国に先駆けての小学校における英語教育の開始・教科化を端緒に、理数教育の充実、ICT
教育の推進、市立全学校へのエアコン整備、岐阜市型コミュニティ・スクールなどを強力に推進してきま
した。また、究極の教育立市を標榜して、乳幼児から成人前までの全ての子ども・若者、保護者、教員を
対象に、あらゆる悩み・不安を総合的・継続的に支援する、子ども・若者総合支援センター“エールぎふ”
を設置し、本市の子育て環境の更なる充実に努めてきたところです。これらの時代を先取りした教育施策
により、現在の本市において、子どもたちのハード・ソフト両面の教育環境は整いつつあると考えています。

（社会情勢）

　一方で、私たちの社会の変化は非常に速く、米国の学者キャシー・デビッドソン氏が「2011 年に米国
の小学校に入学した子どもたちの 65% は、大学卒業時、今はない職業に就く」と述べるように、将来の
社会は、私たちの予想をはるかに超えたものに様変わりしている可能性が高いと言われます。

　こうした変化の激しい時代にあって求められるのは、自ら、他人と力を合わせて、課題の解決に取り組
む意欲と力を身に付けた人財（材）であり、本市は、常に、こうした人財（材）を育成するための「次の
一手」を考えていかなければなりません。

（国の動向）

　現在、国では、高等学校・大学教育、大学入試の選抜方法の改革の検討を進めており、高等学校・大学
については、基本的な知識の習（修）得にとどまらず、課題の解決に向けて主体的に、他人と協働して学
ぶ「アクティブ・ラーニング」の充実が、大学入試については、学力を多面的・総合的に評価するための
大学入学希望者学力評価テスト（仮称）のあり方が議論されています。これに伴い、義務教育も大きく変
わろうとしており、「アクティブ・ラーニング」を前面に出した学習指導要領が公示されました。

（大綱の策定）

　こうした状況を踏まえ、この岐阜市教育大綱では、教育が「学び方」を重視したものに変わりつつある
中で、これからの時代を先取りして、子どもたちに変化の激しい社会を生き抜くのに必要な意欲と力を身
に付けてもらうための教育が必要との考えに基づき、以下の基本方針を定めました。本市の子どもたちが、
こうした意欲と力を身に付け、将来社会を逞しく生き抜いてくれることを望んでやみません。

（２）大綱の見直しについて

　この大綱の策定後に、社会情勢の変化により、策定時には想定されなかった教育上の課題が新たに生じ
た場合は、迅速に大綱を見直していきます。
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Ⅱ３ 岐阜市教育大綱
基本方針

基本方針１ 自ら学ぶ意欲、個性を磨く意欲を育む

○ 学ぶ意義を理解させ、楽しさを実感させることにより、

自ら積極的に学ぶ意欲、個性を磨く意欲を育みます。

☞（施策の方向性）

▸ 実社会・実生活とつながる学びにより、学びへの興味・関心の芽を見出し

学ぶ意欲を育む。

▸ 自らの意思に基づき個性を磨こうとする意欲を育む。

基本方針２ 多様な人と協働し、考える力を育む

○ 知識・技能の習 修 得とともに、

課題の解決に向けて他者と協働し、考える力を育みます。

☞（施策の方向性）

▸ 対話・議論を通じて他者に共感し、多様な考えを尊重する力を育む。

▸ 習 修 得した知識・技能を活用して思考する力を育む。

基本方針３ 地域・社会と関わる意欲を育む

○ 地域・社会の課題に我が事として関わり、

地域・社会をより良くしようとする意欲を育みます。

☞（施策の方向性）

▸ 地域・社会の中での学びを通じて、地域・社会の担い手としての自覚と、

地域・社会をより良くしようとする意欲を育む。

▸ 岐阜市の人財 材 ・自然を活用し、地域・ふるさとを誇りに思う心を育む。

実施にあたっての姿勢

基本方針の実施にあたっては、

▸ 地域・保護者の皆様との協働を進め、

▸ 総合教育会議において定期的に関連施策の成果を検証するとともに、

▸ 特に子どもたちの教育に重要な役割を担う「教員の指導力の向上」に取り組みます。

岐阜市は、地域・保護者の皆様とともに、

「夢と希望に満ちた未来の実現」に向け、

果敢に挑戦できる子どもを育みます

主体性
個 性

協働性
思考力

社会参画意欲
地域への誇り

（３）岐阜市教育大綱
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２　歴代教育長・教育委員長 ＊のある者は、廃止された教育委員会法（昭和23年法律第170号）により公選された教育委員会委員です。

▼教育長
1 福　本　厳　次 * S25.12.12 ～ S26. 3.30 13 橋　詰　俊　郎 S56. 6.22 ～ S59.10.19
2 熊　谷　誠　三 * S26. 4.12 ～ S29. 3.31 14 浅　野　　　勇 S59.10.20 ～ S63.10.19
3 河　出　修　一 * S29. 4. 1 ～ S31. 9.30 15 浅　野　　　勇 S63.10.20 ～ H 4.10.19
4 河　出　修　一 S31.10. 1 ～ S35. 9.30 16 浅　野　　　勇 H 4.10.20 ～ H 4.11.24
5 河　出　修　一 S35.10. 1 ～ S39. 9.21 17 後　藤　左右吉 H 5. 4. 2 ～ H 8.10.19
6 深　尾　正　三 S39.10.20 ～ S43.10.19 18 後　藤　左右吉 H 8.10.20 ～ H12. 3.31
7 深　尾　正　三 S43.10.20 ～ S46. 9.30 19 安　藤　征　治 H12. 4. 2 ～ H12.10.19
8 戸　本　　　貢 S46.10. 7 ～ S47.10.19 20 安　藤　征　治 H12.10.20 ～ H16.10.19
9 戸　本　　　貢 S47.10.20 ～ S51.10.19 21 安　藤　征　治 H16.10.20 ～ H20.10.19

10 戸　本　　　貢 S51.10.20 ～ S52. 5.18 22 安　藤　征　治 H20.10.20 ～ H24. 3.31
11 宮　浦　清　美 S52. 5.18 ～ S55.10.19 23 早　川　三根夫 H24. 4. 2 ～ H24.10.19
12 宮　浦　清　美 S55.10.20 ～ S56. 5.19 24 早　川　三根夫 H24.10.20 ～ H28.10.19

25 早　川　三根夫 H28.10.20 ～ H31.10.19
▼教育委員長

1 上　野　文　一 * S25.12. 1 ～ S26. 4. 5 36 根　岸　秀　典 S58. 3.23 ～ S59. 3.22
2 森　　　太　郎 * S26. 4. 6 ～ S26.10.31 37 根　岸　秀　典 S59. 3.23 ～ S60. 3.22
3 森　　　太　郎 * S26.11. 1 ～ S27.10.31 38 根　岸　秀　典 S60. 3.23 ～ S61. 3.26
4 森　　　太　郎 * S27.11. 1 ～ S28.10.31 39 廣　瀬　弘　夫 S61. 3.28 ～ S62. 3.27
5 水　谷　儀一郎 * S28.11. 1 ～ S29.10.31 40 廣　瀬　弘　夫 S62. 3.30 ～ S63. 3.29
6 杉　山　堅　三 * S29.11. 1 ～ S30. 4.29 41 廣　瀬　弘　夫 S63. 3.30 ～ H 1. 3.29
7 水　谷　儀一郎 * S30. 5.14 ～ S30.10.31 42 廣　瀬　弘　夫 H 1. 3.30 ～ H 2. 3.29
8 後　藤　正　一 * S30.11. 1 ～ S31. 9.30 43 廣　瀬　弘　夫 H 2. 3.30 ～ H 3. 3.22
9 後　藤　正　一 S31.10. 1 ～ S32. 9.30 44 由　良　　　久 H 3. 4. 2 ～ H 3. 7.30

10 岩　本　藤　吉 S32.10. 9 ～ S33.10. 8 45 宮　浦　清　美 H 3. 8.21 ～ H 4. 8.20
11 渡　辺　鶴　吉 S33.10. 9 ～ S34. 9.30 46 宮　浦　清　美 H 4. 8.21 ～ H 5. 8.20
12 森　崎　利　一 S34.10. 6 ～ S35. 9.26 47 宮　浦　清　美 H 5. 8.21 ～ H 6. 8.20
13 後　藤　正　一 S35. 9.27 ～ S36. 5.21 48 宮　浦　清　美 H 6. 8.21 ～ H 7. 8.20
14 森　崎　利　一 S36. 6. 3 ～ S37. 6. 2 49 宮　浦　清　美 H 7. 8.21 ～ H 8. 8.20
15 森　崎　利　一 S37.10.10 ～ S38.10. 9 50 宮　浦　清　美 H 8. 8.21 ～ H 9. 8.20
16 森　崎　利　一 S38.10.24 ～ S39. 9.30 51 宮　浦　清　美 H 9. 8.21 ～ H10. 8.20
17 正　村　秀　次 S39.12. 8 ～ S40.10.22 52 宮　浦　清　美 H10. 8.21 ～ H11. 7.30
18 岡　本　　　茂 S40.11. 1 ～ S41.10.31 53 市　川　康　平 H11. 8. 5 ～ H12. 8. 4
19 小笠原　重　二 S41.11. 1 ～ S42.10. 9 54 市　川　康　平 H12. 8. 5 ～ H13. 8. 4
20 小笠原　重　二 S42.11. 1 ～ S43.10.21 55 市　川　康　平 H13. 8. 5 ～ H14. 8. 4
21 後　藤　　　弘 S43.10.22 ～ S44.10.21 56 市　川　康　平 H14. 8. 5 ～ H15. 3.31
22 小笠原　重　二 S44.11. 1 ～ S45.10.31 57 川　島　和　男 H15. 4.28 ～ H16. 4.27
23 小笠原　重　二 S45.11. 1 ～ S46.10.31 58 岡　本　知　彦 H16. 4.28 ～ H17. 4.27
24 小笠原　重　二 S46.11. 1 ～ S47.10.31 59 岩　田　惠　司 H17. 4.28 ～ H18. 4.27
25 小笠原　重　二 S47.11. 1 ～ S48.10.31 60 平　井　花　画 H18. 4.28 ～ H19. 4.27
26 小笠原　重　二 S48.11. 1 ～ S49.10.31 61 平　井　花　画 H19. 4.28 ～ H20. 4.27
27 小笠原　重　二 S49.11. 1 ～ S50.10. 9 62 平　井　花　画 H20. 4.28 ～ H21. 4.27
28 太　田　武　夫 S50.11. 1 ～ S51.10.31 63 岩　田　惠　司 H21. 4.28 ～ H22. 4.27
29 太　田　武　夫 S51.11. 1 ～ S52.10.31 64 岩　田　惠　司 H22. 4.28 ～ H23. 3.31
30 太　田　武　夫 S52.11. 1 ～ S53.10.31 65 後　藤　敏　彦 H23. 4.20 ～ H24. 4.19
31 太　田　武　夫 S53.11. 1 ～ S54. 3.22 66 後　藤　敏　彦 H24. 4.20 ～ H25. 4.19
32 太　田　武　夫 S54.11. 1 ～ S55.10.31 67 後　藤　敏　彦 H25. 4.20 ～ H26. 4.19
33 太　田　武　夫 S55.11. 1 ～ S56.10.31 68 後　藤　敏　彦 H26. 4.20 ～ H27. 3.31
34 太　田　武　夫 S56.11. 1 ～ S57.10.31 69 勝　野　眞　吾 H27. 4. 1 ～ H28. 3.31
35 太　田　武　夫 S57.11. 1 ～ S58. 3.22 70 勝　野　眞　吾 H28. 4. 1 ～ H28. 5.23

71 川　島　政　樹 H28. 5.24 ～ H28.10.19
 ＊  H28.10.19　委員長を廃止
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　３　事務局等の機構
　（１）事務局 平成３０年５月１日現在

（
　
事
　
　
　
務
　
　
　
局
　
）

（
　
管
　
理
　
部
　
門
　
）

教育政策課

（教育長を含む）

21

⑷

政 策 係

教育施策の企画・調査・調整、教育委員会の点検・評価、事務事業
の合理化見直し、市立幼小中高の設置・廃止・適正規模化、幼児教
育振興、教育委員会会議、事業評価、通学区域審議会、教育行政相
談窓口、総合教育会議

庶 務 係 予算・決算、庶務全般、寄附、私学振興

管 理 係
市費職員の人事給与、後援、表彰、労務対策、文書の収受及び整理、
公務災害事務

教育施設課 11

建 設・ 計 画 係 教育施設の建設、諸補助金、調査・統計

管 理 係
教育施設の営繕管理に関する契約・支払事務、教育施設用地、土地
管理、占用許可、登記

（
　
学
　
校
　
教
　
育
　
部
　
門
　
）

学校指導課
18

⑵

教 職 員 係 教職員の人事、教員免許、公務災害等

指 導 係
教科指導、特別支援教育、人権教育、コミュニティ・スクール、小
中一貫教育、国際理解教育、小中一貫英語教育、生徒指導、教育相談、
教育実習、図書館教育

学 事 係 就学援助、学校基本調査、通学区域、転出入関連業務

学校保健課
8

⑻

保 健 係
児童・生徒・教職員の保健安全等や学校の保健安全計画、環境衛生、
児童・生徒の事故・災害に関すること

給 食 係 学校給食に関すること

（
　
社
　
会
　
教
　
育
　
部
　
門
　
）

社会教育課
15

⑷

社 会 教 育・
公 民 館 係

家庭教育学級、視聴覚教育、PTA 連合会、女性の会、人権教育推進、
公民館の管理及び運営・指導、自治公民館の建設・修理補助

文 化 財・ 市 史
編 さ ん 係

指定文化財、埋蔵文化財等の保存・保護と活用、文化的景観事業、
市史編さん

歴史遺産活用
推 進 係

織田信長公居館跡発掘調査、信長学関連事業、史跡岐阜城跡の保存
活用、日本遺産事業、鵜飼習俗総合調査

青少年教育課
７

⑹

放 課 後 児 童
ク ラ ブ 係

放課後児童クラブ

青少年教育係
青少年問題協議会、青年団体の助成・活動支援、家庭教育啓発、放
課後子ども教室・放課後学びの部屋、青少年国際交流、成人式、青
少年健全育成・非行防止、少年補導

市民体育課
18

⑵

スポーツ振興係 生涯スポーツ推進体制の確立、各種関連団体との連携

スポーツ支援係 競技力向上支援、トップスポーツチームの支援

スポーツ施設係 体育施設整備・運営

高校総体推進室 H30　高校総体開催準備・推進

12



（２）出先機関等

岐 阜 市 教
育 研 究 所

7
⑵

情報・研修係 教職員研修、情報教育、教育情報センター事業、進路指導

岐 阜 市 立 岐 阜
商 業 高 等 学 校

4
⑴

庶 務 係 予算経理、庶務一般、学校図書館、施設管理

公 民 館 ５ ０ 館（103） 公民館講座、文化祭、生涯学習の推進

図

書

館

中央図書館
16

（59）

管 理 係 庶務・経理全般、施設の維持管理

事 業 係 事業、イベント、広報

児 童 図 書 係 図書の選択、受入、整理、貸出及び読書相談、学校連携、児童の読書推進

読 書 推 進 係
図書の選択、受入、整理、貸出及び読書相談、市民サークル、ボランティ
ア、相互貸借、読書推進

情 報 支 援 係
図書の選択、受入、整理、貸出及び読書相談、視聴覚資料の管理、システ
ム、インターネット管理運営、情報支援

分　　　　　館 ⒄
分館の庶務管理運営、イベント、図書の選択、受入、整理、貸出及び読書
相談、ファッションライブラリーの企画運営、視聴覚資料の管理

長 良 図 書 室 ⑵

各図書室の庶務管理運営、イベント

図書の選択、受入、整理、貸出及び読書相談

東 部 図 書 室 ⑵

西 部 図 書 室 ⑵

長 森 図 書 室 ⑵

柳 津 図 書 室 ⑵

科 学 館
8

⑺

庶 務 係 予算・決算、庶務全般、窓口サービス、施設管理

学 芸 係 科学講座、特別展、常設展

天 文 係 プラネタリウム投映、天文の普及

歴 史 博 物 館
12

⑶

企 画 管 理 係 予算・決算、施設管理、販売品の開発管理、広報宣伝、庶務全般

学 芸 係
総合展示・特集展示・企画展・特別展・原三溪記念室、各種講座の開催・管理、
美術・民俗・考古・文献資料の収集・保存・調査・研究、ボランティア支
援育成、学校連携

歴史博物館分館　加藤栄三・東一記念美術館 ⑶ 展示、収集、保存、研究

歴史博物館分室　原三溪記念室 － 展示、収集、保存

青

少

年

会

館

中 央 青 少 年 会 館
6
⑼ 施設の運営管理、庶務全般、地域の教育力向上支援、青少年教育相談、少

年講座の開設、青少年団体の育成、

社会教育関係団体や青少年の体育・市民活動の場の提供

人権教育等

※ 北 青 少 年 会 館 ④

※ 東 青 少 年 会 館 ④

※ 青 山 青 少 年 会 館 ④

※ 青 少 年 ル ー ム ④

※ 少 年 自 然 の 家 ⑭ 少年の集団宿泊施設、自然体験活動事業の開催

体

育

館

※　市 民 総 合 体 育 館 ⑤

各種大会の開催、一般利用の促進、社会体育指導

※　南部スポーツセンター ②

※　北 部 体 育 館 ⑤

※　東 部 体 育 館 ①

※　西 部 体 育 館 ③
※　岐阜ファミリーパーク体育館 ②

※　北 西 部 体 育 館 ②

※　岐 陽 体 育 館 －

※　体 育 ル ー ム ④

※　もえぎの里多目的体育館 ③

運動場 多目的運動場 ⑴ 社会体育活動

スポーツ交流センター ⑶ 施設の運営管理、スポーツを通じた市民交流の推進

（　）は嘱託等、○は指定管理者で外数を示す。　※は指定管理施設
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総務費 

98 

総務費 

112 

総務費 

127 
総務費 

117 
総務費 

105 

民生費 

526 

民生費 

527 

民生費 

540 
民生費 

541 
民生費 

551 

衛生費  

125 

衛生費 

133 

衛生費 

117 
衛生費 

104 

衛生費 

104 

商工費 

120 
商工費 

112 

商工費 

114 
商工費 

115 

商工費 

114 

土木費 

124 
土木費 

138 

土木費 

135 
土木費 

146 
土木費 

141 

消防費 53 消防費 55 
消防費 71 消防費 61 消防費 68 

教育費 

213 
教育費 

186 

教育費 

180 
教育費 

152 

教育費 

152 

公債費 

 141 
公債費 

 141 

公債費 

 147 公債費 

 150 

公債費 

146 

諸支出金 

153 
諸支出金 

151 

諸支出金 

155 諸支出金 

157 

諸支出金 

156 

その他 22 
その他 24 

その他 24 

その他 24 その他 25 

1,562 

 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

億円 
1,569 

1,600 
1,550 

1,583 

５　教育費
　 平成 30 年度の教育費予算の総額は、151 億 9,959 万 2 千円です。前年度予算 152 億 832 万 2 千円
と比較すると、873 万円の減額であり、その減少率は 0.005％です。なお、教育費の一般会計に占める
割合は、9.7％です。

▼教育費予算
【一般会計当初予算（目的別）の推移】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：億円）

（単位：億円、構成比：％）

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 前年
比較予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比

総 務 費 98 6.2 112 7.1 127 7.9 117 7.5 105 6.7 △ 12

民 生 費 526 33.2 527 33.6 540 33.8 541 34.9 551 35.3 10

衛 生 費 133 8.4 117 7.5 104 6.5 102 6.6 104 6.7 2

商 工 費 120 7.6 112 7.1 114 7.1 115 7.4 114 7.3 △ 1

土 木 費 124 7.8 138 8.8 135 8.4 146 9.4 141 9.0 △ 5

消 防 費 53 3.3 55 3.5 71 4.4 61 4.0 68 4.4 7

教 育 費 213 13.5 186 11.9 180 11.3 152 9.8 152 9.7 0

うち教育委員会費 191 12.1 163 10.4 156 9.8 126 8.1 127 8.1 1
公 債 費 141 8.9 147 9.3 150 9.4 135 8.7 146 9.3 11

諸 支 出 金 153 9.7 151 9.6 155 9.7 157 10.1 156 10.0 △ 1

そ の 他 22 1.4 24 1.5 24 1.5 24 1.6 25 1.6 1
計 1,583 100 1,569 100.0 1,600 100.0 1,550 100.0 1,562 100.0 12
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【　教　育　費　予　算　】

項　　　　　　　目
H30 当初予算額

構成比
H29 当初予算額

構成比
対前年比

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

教 育 総 務 費

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

教 育 委 員 会 費

事 務 局 費

小 　 　 　 　 計

小 学 校 費

小 学 校 管 理 費

小学校教育振興費

小 学 校 建 設 費

小 　 　 　 　 計

中 学 校 費

中 学 校 管 理 費

中学校教育振興費

中 学 校 建 設 費

小 　 　 　 　 計

高 等 学 校 費 高 等 学 校 管 理 費

特別支援学校費 特 別 支 援 学 校 管 理 費

幼 稚 園 費 幼 稚 園 管 理 費

社 会 教 育 費

社 会 教 育 総 務 費

文 化 財 保 護 費

青 少 年 育 成 費

青 少 年 会 館 費

公 民 館 費

科 学 館 費

図 書 館 費

歴 史 博 物 館 費

小 　 　 　 　 計

保 健 体 育 費

保 健 体 育 総 務 費

市 民 体 育 施 設 費

小 　 　 　 　 計

教 育 委 員 会 費 合 計

大 学 費

女 子 短 期 大 学 管 理 費

薬 科 大 学 管 理 費

小 　 　 　 計

教 育 費 合 計

8,494 0.06 8,314 0.05 180 102.17

952,909 6.27 1,422,684 9.35 △ 469,775 66.98

961,403 6.33 1,430,998 9.41 △ 469,595 67.18

1,522,766 10.02 1,596,188 10.50 △ 73,422 95.40

636,897 4.19 638,836 4.20 △ 1,939 99.70

1,421,297 9.35 602,422 3.96 818,875 235.93

3,580,960 23.56 2,837,446 18.66 743,514 126.20

1,059,917 6.97 1,109,813 7.30 △ 49,896 95.50

543,383 3.57 485,505 3.19 57,878 111.92

154,182 1.01 222,842 1.47 △ 68,660 69.19

1,757,482 11.56 1,818,160 11.96 △ 60,678 96.66

501,446 3.30 477,736 3.14 23,710 104.96

183,375 1.21 253,470 1.67 △ 70,095 72.35

163,222 1.07 233,773 1.54 △ 70,551 69.82

143,205 0.94 129,776 0.85 13,429 110.35

125,908 0.83 142,165 0.93 △ 16,257 88.56

846,609 5.57 791,529 5.20 55,080 106.96

156,428 1.03 150,741 0.99 5,687 103.77

378,235 2.49 421,366 2.77 △ 43,131 89.76

187,896 1.24 190,526 1.25 △ 2,630 98.62

619,735 4.08 631,890 4.15 △ 12,155 98.08

339,687 2.23 432,326 2.84 △ 92,639 78.57

2,797,703 18.41 2,890,319 19.00 △ 92,616 96.80

2,208,766 14.53 2,125,476 13.98 83,290 103.92

530,205 3.49 552,873 3.64 △ 22,668 95.90

2,738,971 18.02 2,678,349 17.61 60,622 102.26

12,684,562 83.45 12,620,251 82.98 64,311 100.51

668,184 4.40 618,495 4.07 49,689 108.03

1,846,846 12.15 1,969,576 12.95 △ 122,730 93.77

2,515,030 16.55 2,588,071 17.02 △ 73,041 97.18

15,199,592 100.00 15,208,322 100.00 △ 8,730 99.94
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44

第3期岐阜市教育振興基本計画 （期間:平成30年度からの5年間） 

▼目標１　確かな学力の育成　基本的な知識や技能（コンテンツ）を身に
つけるとともに理解の質を向上させ、学びに向かう力（パッション）
や思考力・創造力（スキル）などを含む、確かな学力の育成を図る。

▼目標２　豊かな心、健やかな体の育成　子どもが、これからの変化
の激しい時代を生き、生涯にわたって継続して学んでいけるよう、
豊かな心、健やかな体の育成を図る。

▼目標３　グローバル社会を生きる力の伸長　英語教育や創造力にあ
ふれた人材を育むためのツールの一つとして、プログラミングを効
果的に活用するなどして、グローバル社会を生きる力の伸長を図る。

▼目標４　地域や家庭とともに歩む教育の推進　学校での学びと社会との接続を意識するとともに、学校
教育が学校の中だけで完結するものではないことを念頭に置きながら、地域や家庭とともに歩む教育
の推進を図る。

▼目標５　幼児教育の推進　幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を明確にしながら、小学校への円滑な接続
を図るための研究や、その成果を周知することにより、幼児教育の推進を図る。

▼目標６　学校マネジメント力を発揮できる体制の構築　学校の中核となる人材の育成や、学校を人的・
物的に支援する取組みを通じて、学校マネジメント力を発揮できる体制の構築を図る。

▼目標７　学校環境の整備　家庭や地域とも連携を図りながら、子どもの安全を確保するため学校環境の整備を図る。

▼目標８　放課後の居場所の確保と質の向上　放課後等を安全・安心に過ごすとともに、全ての子どもが
多様な体験・活動を行うことができるよう、地域の参画を得ながら、放課後の居場所の確保と質の向
上を図る。

▼目標９　才能の芽を見出し伸ばす教育の推進　子どもたちが多様な個性や能力を開花・伸長できるよう、
環境を整えることで才能の芽を見出し伸ばす教育の推進を図る。 　　　

▼目標10　特別支援教育の推進　障がいのある子どもについて、一人ひとりの障がいの状態やニーズに応じ
て、その可能性を最大限に伸ばし、自立と社会参加に必要な力を培う特別支援教育の推進を図る。

▼目標11　学びのセーフティネットの構築　いじめ、不登校、非行など学習や生活に困難を有する子どもな
どに対して、“エールぎふ”や関係機関と連携して支援するなどして、学びのセーフティネットの構築を図る。

※コモン（英　common）：（複数のものに）共通の、共有の、広く行きわたった、一般的な

〜 子どもたち 〜

「夢と希望に満ちた未来の実現」に向け、
果敢に挑戦できる子どもを育む

未来の担い手を育む「教師の専門性の確立と尊重」
⇒ 子どもと向き合う時間の確保／人的・物的サポート

基本的方向性1　全ての子どもたちに将来社会を生きる力を培う教育

基本的方向性2　子どもたちの多様な個性や能力を活かす教育

※岐阜市教育大綱

体系図

※岐阜市の教育で
　育むことを目指

す力「コンパス･
キューブ」

学校での学び
〜学校教育〜

子どもも
大人も

皆がひびきあう
まち

教育の担い手
現在･未来の

担い手
地域の教育者

取組みの
推進に

あたって

第
一
編（
理
念･

重
点
）

第
二
編（
基
本
的
方
向
性
・
目
標
）

◦教育にかかる取組みが求められる場面や局面を念頭に置いた取組みの推進
■コモン…すべての人が等しく享受することができる場面や局面
■チャレンジ・サポート…成し遂げるのが難しいと思われる事柄にあえて立ち向かったり、
　　　　　　　　　　　　前を向いて一歩踏み出そうとしたり、困ったり悩んだりして何
　　　　　　　　　　　　らかの支えを必要とする場面や局面　⇒ 以上の区分に基づいた基本的方向性の設定

チャレンジ

サポート

コモン

コモン

チャレンジ･
サポート

６　教育振興基本計画
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55

▼目標12　人が集う文化や情報の拠点化の推進　　　
公民館や図書館、科学館、歴史博物館が社会教育を担う場の中核として、
それぞれの機能や特性を磨き高めることにより、人が集う文化や情報の拠
点化の推進を図る。

▼目標13　郷土資源を活かした地域の誇りの醸成　　　
郷土の伝統・文化・自然などに新たな価値づけや意味づけを行いそれらを
磨き上げるとともに、将来世代に確かな形として引き継いでいくことを通
じて、郷土資源を活かした地域の誇りの醸成を図る。

▼目標14　スポーツに親しむための取組みの推進や環境の整備　
市民の皆さんのスポーツに対する多様なニーズに応えるため、スポーツや
レクリエーション活動の充実を図るとともに、体育施設の機能充実など環
境の整備を行うなどして、スポーツに親しむための取組みの推進や環境の
整備を図る。

▼目標15　「やってみたい！」「やってみよう！」に応える機会の充実　　　
体験を重視した様々な取組みにより、市民の皆さんの「やってみたい！」「やってみよう！」に応える機会の充実を
図る。

▼目標16　輝く個性をたたえ支援する取組みの推進　　　
岐阜市にゆかりがある人のスポーツや文化芸術分野における活躍を応援し、
広く市民の皆さんに伝えるとともに、本人の技術や競技力の向上に向けた
取組みにかかる金銭的負担を軽減するなどして、輝く個性をたたえ支援す
る取組みの推進を図る。

▼目標17　青少年の居場所づくりや社会との接点を保つ取組みの推進　
青少年会館を核に、“エールぎふ”との連携を強化するなどして、社会的自
立支援に向けた青少年の居場所づくりや社会との接点を保つ取組みの推
進を図る。

※PDCAサイクル：Plan（計画）Do（実行）Check（評価）Act（改善）の４段階を繰り返すことによって、取組みを継続的に改善

〜 子どもから大人まで 〜

現在と未来の担い手の「ひびきあいによる学びの循環」
⇒ 大人は地域の教育者

生きがいを見つけ、人生を豊かに
幸せに生きる人々があふれるまちへ

◦効果が実証された手法を活用したり、参考にするよう努めるとともに、PDCAサイクルの
　考え方に基づき推進
　⇒ 目標達成度を直接的又は間接的に測定するための指標の設定に努める
　⇒ アンケートやヒアリングなどによる質的評価に基づく効果検証を図る
◦評価は、事務の点検及び評価の機会を活用して、第三者の知見を反映させながら客観的に実施

○教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第2項の規定に基づき、地方公共団体が定めるよう努めるものと
されている教育の振興のための基本的な計画

基本的方向性3　生涯を通じて学びやスポーツを楽しむための教育

基本的方向性4　生涯を通じて挑戦し、多様な生き方ができるための教育

P

A D

C

社会での学び
〜社会教育〜

コモン

チャレンジ･
サポート
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教育政策課
教育施設課 学校指導課 学校保健課 社会教育課 青少年教育課 市民体育課

4 月 ・教育委員会定例会 ・就学指導委員会（４月・６月・７月・
　９月・10 月・11 月・12 月・２月）
・校外研修部長会・主務者会
　（４月・２月）
・コミュニティ・スクール担当者会
・地域ぐるみ学校人権教育推進委員
　会

・栄養教諭・学校栄養職員・調理員
　研修会
・転入栄養職員・学校栄養職員・新
　規採用学校
　栄養嘱託員研修会
・栄養教諭・学校栄養職員研修会
　（４月・７月・12 月）
・給食主任会（４月・１月）
・結核対策委員会（４月・２月）
・結核対策担当者会

・人権教育推進プロジェクト
・教育委員会新任職員人権教育研修
　会
・市公連総会
・家庭教育学級事務説明会

・夢づくりふれあい事業（通年）
・少年の主張募集

・体育館スポーツ教室（４月～７月）
・ぎふ清流ハーフマラソン

5 月 ・教育委員会定例会
・岐阜市教育委員会指定管理者評価
　委員会
・岐阜連携都市圏推進会議（教育分
　野連携会議）

・学校人権教育研究委員会
・幼保小中高生徒指導研究協議会
　（５月・７月・10 月・12 月）
・土曜日の才能開花教育
　（４月・８月を除く月１回）
・特別支援学級・通級指導教室新任
　担当教員研修（５月・６月・７月・
　10 月・２月）

・学校給食評議会・理事会
・岐阜市学校保健会理事会
・学校保健会代議員会
・結核対策委員会
・生活習慣病予防対策事業
・プール衛生管理者講習会
・保健主事研修会
・通学路安全推進会議
　（５月・９月・２月）
・運動器検診
・性教育研修事業（～ 11 月）

・市地域人権教育推進委員長・指導
　員会
・市女連総会
・市視連総会
・市ＰＴＡ大会
・人権教育・啓発推進専門委員会
　（５月・２月）
・ハートフル人権ライブ
　（５月～１月）
・公民館長・主事合同研修会
・家庭教育学級地区リーダー研修会

・青少年育成市民会議総会 ・市スポーツ・レクリエーション祭
　（５月～６月）

6 月 ・教育委員会定例会
・キャリア教育推進事業（集まれ !!
　ぎふっ子「こどもひろば」）

・科学作品展運営委員会
・市展少年部運営委員会
・夏の就学相談会（６月）
・人権教育幹部研修
・安全衛生推進者研修

・学校飼育動物巡回指導
・腎臓検診判定委員会
・小１・４年心臓検診
・献立作成委員会
　（６月・７月・10 月・11 月・１月・
　２月）
・健康教育推進事業（～ 2 月）
・養護教諭研修会

・人権学習講座（６月～７月）
・ブロック別地域人権教育推進委員
　長・指導者会
・県ＰＴＡ大会
・信長塾（６月～９月）
・社会教育委員会議（６月・８月・
　11 月・２月）

・岐阜市少年の主張大会
・青少年育成推進員全体研修会

・スポーツ少年団認定員養成講習会
　（６月～７月）
・ジュニアスポーツクラブ
　（６月～３月）
・アビリティアップクラブ
　（６月～３月）

7 月 ・教育委員会定例会
・岐阜市総合教育会議
・岐阜市教育委員会事務点検評価委
　員会
・ぎふスーパーシニア教育学講座

・歯の健康優良児表彰
・夏季調理員研修会
・通学路合同点検（～ 8 月）

・公民館ブロック研修会
・地区巡回映画会（８月まで）
・人権教育・啓発推進協議会
　（６月・１月）
・ブロック別地域人権学習推進事業
　（７月～ 12 月）
・人権教育・啓発推進専門委員会第
　２部会（７月）

・青少年の非行・被害防止全国強調
　月間
・青少年のためのよい環境づくり運
　動
・第 16 次杭州市青少年訪日団受入

・地区体育大会
・プール（７月 21 日～８月 31 日
　及び７月第２土曜日～７月20日、
　９月１日～９月第２日曜日の期
　間の土日祝日）
・学童水泳記録会
・スポーツ少年団大会（７月28日～）

8 月 ・教育委員会定例会 ・イングリッシュキャンプ in GIFU
・ぎふサイエンス・キャンプ
・いじめ問題対策連絡協議会
　（８月・２月）
・夏季人権教育研修会

・教職員結核検診 子どもパネル展 ・青少年国際教育夢プロジェクト事
　業

・高校総体

9 月 ・教育委員会定例会 ・科学作品展
・いじめ問題対策委員会
　（９月・２月）
・「子どものための消費者教育講座」

・中１心臓検診 ・市地域人権教育推進指導員会
　（９月・３月）

・家庭教育啓発作品募集 ・岐阜市健幸スポーツターム
　（９月～ 11 月初旬）
・市民総合体育大会（９月～ 10 月）
・やまなみジョギング・ウォーキン
　グ大会（９月）
・体育館スポーツ教室（９月～12月）

10 月 ・教育委員会定例会 ・個別の就学懇談会
・こころの劇場

・歯みがき指導
・県学校保健研究大会
・歯の優良学校実地審査
・環境衛生活動訪問指導実地審　査
・学校環境衛生検査
・養護教諭研修会

・岐阜市公民館研修大会
・公民館文化祭
・文化財審議会（10 月・２月）
・人権教育・啓発推進専門委員会第
　１部会（10 月）
・全国地域婦人団体研究大会

・スポーツ指導員全体研修会
・スポーツ少年団リーダー研修会

11 月 ・教育委員会表彰式
・教育委員会定例会
・岐阜市総合教育会議
・岐阜市教育委員会指定管理者評価
　委員会

・個別の就学相談会
・連合音楽会
・ブロック別学校人権教育研究会
　（１～５Ｂ）

・学校保健会理事会 ・人権尊重推進強調月間
　（11/11 ～ 12/10）
・公民館文化祭
・ＰＴＡ実践発表会
・「加納の日」イベント
・人権の広場（11/25）
・心の輪講座（11 月～ 12 月）
・人権教育・啓発推進専門委員会第
　３部会（11 月・12 月・２月）
・市視連大会（映像コンクール表彰）
　（11/25）

・こども・若者育成支援強調月間
・岐阜市青年バレーボール大会

・健幸エンジョイ・スポーツ DAY
・インラインスケート岐阜長良川大
　会
・学童陸上記録会

12 月 ・教育委員会定例会 ・ふれあい教育展 ・人権啓発フェスティバルｉｎぎふ
　（12/ ８）
・人権パネル展
　（12/ ６～ 12/12）

1 月 ・教育委員会定例会 ・教育公表会
・市展「少年部」（幼保中の部）

・冬季調理員研修会
・養護教諭研修会
・学校保健研究大会

・文化財防火デー
・公民館長・主事合同研修会
・ＰＴＡ広報誌コンクール
・信長学フォーラム（１/20）

・明るい家庭づくり運動強調月間
・家庭の日推進大会
・新成人を祝い励ます会
・青少年問題協議会

・新春ぎふシティマラソン

2 月 ・教育委員会定例会
・岐阜市総合教育会議

・学校人権教育研究委員会 ・学校給食会理事会（２月・３月）
・教職員胃の集団検診

・スポーツ少年団表彰式・認定員研
　修会
・体育館デー（２月～３月）

3 月 ・教育委員会定例会
・教育委員会臨時会

・市展少年部運営委員会 ・岐阜ファミリーパークまつりファ
　ミリーフェア
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中央青少年会館 教育研究所 図書館 科学館 歴史博物館 岐阜商業高等学校
4 月 ・地域活動指導員研修会

・少年団体連絡協議会
・転入職員研修
・初任者研修
・教科等指導員研修
・教育相談担当者研修
・ハートフルサポーター養成講座
・学校司書研修
・情報主任研修
・小学校英語担当者研修
・４年目研修
・理科主任研修

・生活デザイン講座
・児童向け行事「おはなし会」
・子どもラジオ
・ＢｏｏｋＢｏｏｋ交歓会
・並木道読書会

・プラネタリウム投映（年間）
・昼間の星を見る会（年間）
・夜の星を見る会（年間）
・ぎふスターウオッチング（年間）
・サイエンスショー（年間）
・科学技術週間行事

＜展覧会等＞
・タイムスリップ！大むかしのくら
　し（４月～５月）
・所蔵作品展
・風景との出逢い（４月～７月）
・傍島幹司展
・青木年広展（４月～６月）
・原三溪に関する展示（４月～３月）
＜講座等＞
・企画展関連講座等（４月～５月）

・始業式・入学式

5 月 ・親子で金華山登山
・高齢者との交流
・長良川みちくさゼミ①
・長良川みちくさゼミ②
・長良川みちくさゼミ③
・ブロック別子どもフェスティバル
　（５月～６月）

・初任者研修
・２年目研修
・３年目研修
・４年目研修
・６年目研修
・１２年目研修
・特別支援教育コーディネーター
　担当者研修
・ハートフルサポーター養成講座
・特別支援学級・通級指導教室新任
　担当教員研修
・講師研修
・キャリア教育担当者研修
・学校司書研修

・児童向け行事「おはなし会」
・子どもラジオ
・科学する絵本
・本でウォークラリー
・みどりの季節のおはなし会
・長良川大学「朗読教室」
　（５月～７月）

・チャイルドフェア
・科学教室（５月～７月）
・サイエンス工房（５月～３月）
・発明クラブ（５月～７月）

＜講座等＞
・土曜講座（５月～ 11 月）
・子ども歴史講座（５月～ 12 月）
・絹絵教室（５月～６月）

6 月 ・親子で達目洞田植え
・おもてなし集団「グリーンズ」と
・サテライトわおん①
・いつだって一人じゃない①
・子ども会育成連合会研修大会

・初任者研修
・12 年目研修
・生徒指導主事・教育相談担当者合
　同研修
・人権教育推進者研修
・学校図書館担当者研修
・学校運営協議会委員研修
・特別支援学級・通級指導教室新任
　担当教員研修
・安全衛生推進者研修
・小学校英語担当者研修
・新任教務主任研修
・養護教諭研修
・特別支援教育研修

・生活デザイン講座
・児童向け行事「おはなし会」
・子どもと本と遊ぶ日
・みんなの図書館シアター
・蔵書点検
・子どもラジオ
・司書業務研修会
・読み聞かせボランティア養成講座
・世界にひらく窓

・岐阜科学塾（６月～２月）
・夏休み科学作品相談室
　（６月～８月）
・天文講演会
・七夕特別投映（６月～７月）
・リフレッシュ理科教室

＜展覧会等＞
・粋な古伊万里（６月～７月）
・多賀雪庭 日本画展（６月～７月）
＜講座等＞
・特別展関連講座等（６月～７月）
・古文書入門（６月～７月）
・歴史講演会

7 月 ・親子で伊自良川川遊び①
・外国の人とふれあおう
・災害援助自衛隊
・警察官体験
・サテライトわおん②
・いつだって一人じゃない②
・知りたいことやりたいこと①
・知りたいことやりたいこと②
・情報誌「ｅｇｇ」夏号発行

・小学校教育課程研究協議会
・中学校教育課程研究協議会
・２年目研修
・４年目研修
・先生のための「そろばん教室」
・虐待対応研修
・ハートフルサポーター養成講座
・教務主任研修
・特別支援学級・通級指導教室
・学校図書館担当者研修
・情報主任研修
・夏期研修講座
・教頭研修
・エールぎふ活用研修
・学級づくりに係る研修

・児童向け行事「おはなし会」
・生活デザイン講座
・子ども司書養成講座
・子どもと本と遊ぶ日
・ぬいぐるみおとまり会
・ビジネス支援セミナー
・英語多読入門講座
・子どもラジオ
・ボランティア交流会
・ＢｏｏｋＢｏｏｋ交歓会
・開館３周年記念イベント

・夏の特別展「アリスのふしぎ体験
　ツアー ～鏡の国へ！～」
　（７/28 ～９/ ２）
・夏期サイエンス工房
・プラネタリウムショー
・特別天体観望会

＜展覧会等＞
・竹の造形 和紙の彩（７月～９月）
・鵜飼に魅せられて（７月～９月）
・石川響 日本画展（７月～９月）
＜講座等＞
・特別展関連講演会等（７月～９月）
・夏の子ども教室（７月～８月）

8 月 ・カブト・クワガタの秘密
・番組制作体験
・サテライトわおん③
・いつだって一人じゃない③
・知りたいことやりたいこと③
・知りたいことやりたいこと④
・知りたいことやりたいこと⑤
・長良川ふるさと体験キャラバン夏①
・長良川ふるさと体験キャラバン夏②
・第１回運営委員会
・地域活動指導員研修会

・理科実験研修
・初任者研修
・２年目研修
・子ども見守り活動推進者研修
・新任教務主任研修
・夏期研修講座
・講師研修
・12 年目研修

・児童向け行事「おはなし会」
・おとなの夜学
・子ども司書養成講座
・子どもと本と遊ぶ日
・青少年サポーター交流会
・めざせ図書館マスター
・みんなの図書館シアター
・子どもラジオ
・科学する絵本
・並木道読書会
・生活デザイン講座

・親子絵画教室

9 月 ・親子で伊自良川川遊び②
・障がい者スポーツ
・サテライトわおん④
・いつだって一人じゃない④
・知りたいことやりたいこと⑥
・知りたいことやりたいこと⑦
・知りたいことやりたいこと⑧

・初任者研修
・特別支援教育コーディネーター担
　当者研修
・ハートフルサポーター養成講座
・いじめ対応研修

・児童向け行事「おはなし会」
・おとなの夜学
・まちライブラリアン養成講座
・司書能力養成講座
・司書業務研修会
・読み聞かせボランティア養成講座
・本 de 子育てカフェ乳幼児編
・データベース活用講習会
・子どもラジオ
・長良川文学講座・文学ライブ
　（９月～ 11 月）

・児童生徒科学作品展
・児童生徒科学くふう展
・未来の科学の夢絵画展
・中秋の名月特別投映
　（９月～ 10 月）
・こどもいもの教室

＜展覧会等＞
・発掘された日本列島 2018
　（９月～ 10 月）
＜講座等＞
・特別展関連講演会等
　（９月～ 10 月
・まちなか博士サポート講座

・終業式

10 月 ・親子で達目洞稲刈り
・生命の秘密
・いぬとねことひとのきもち
・先駆的支援者から学ぼう！
・サテライトわおん⑤
・いつだって一人じゃない⑤

・初任者研修
・６年目研修
・小学校体育主任研修
・特別支援学級・通級指導教室担当
　者研修
・養護教諭研修
・小学校英語担当者研修
・12 年目研修

・児童向け行事「おはなし会」
・ぼくとわたしのショートショート
　発表会
・おとなの夜学
・英語多読フォローアップ講座
・蔵書点検
・子どもラジオ
・みんなの天体観望会
・世界にひらく窓
・並木道読書会

・科学教室（10 月～２月）
・発明クラブ（10 月～３月）
・大人のためのサイエンス工房

＜展覧会等＞
・素描の魅力（10 月～ 12 月）
・創立 65 周年記念 岐阜形象派展
　（10 月～ 11 月）
・落語って面白い（10 月～ 11 月）
・版画教室（10 月～ 11 月）

・始業式

11 月 ・小さい子を楽しませよう！
・サテライトわおん⑥
・いつだって一人じゃない⑥
・情報誌「ｅｇｇ」秋号発行
・第 4 回中青フェスティバル

・初任者研修
・３年目研修
・12 年目研修
・教育相談担当者研修
・新任教務主任研修

・生活デザイン講座
・ファッションショー
・児童向け行事「おはなし会」
・えほんフェスティバル
・おとなの夜学
・子どもと本と遊ぶ日
・本 de 子育てカフェ児童編
・作家と語ろう
・人権イベント
・蔵書点検
・子どもラジオ
・秋の読書週間イベント

・ぎふサイエンスフェスティバル
　2018
・サッカーロボット製作教室
　（11 月～ 12 月）
・天文講演会

＜展覧会等＞
・美濃の茶陶（11 月～ 12 月）
・黎明×瑲瑲（11 月～ 12 月）
＜講座等＞
・岐阜提灯を作る

・市岐商デパート開催

12 月 ・サテライトわおん⑦
・いつだって一人じゃない⑦

・教頭研修
・教務主任研修

・クリスマス会
・児童向け行事「おはなし会」
・おとなの夜学
・みんなの図書館シアター
・子どもラジオ
・並木道読書会

・青少年のための科学の祭典 2018
・クリスマス特別投映
・クリスマスコンサート

＜博物館等＞
・ちょっと昔の道具たち
　（12 月～３月）

・２年生中国研修旅行
・２年生沖縄研修旅行

1 月 ・新年子ども大会 ・初任者研修
・教科等指導員研修
・ハートフルサポーター養成講座

・児童向け行事「おはなし会」
・英語おはなし会
・おとなの夜学
・作家と語ろう
・子どもラジオ
・みんなの天体観望会
・ほんまるけ編集委員会
・岐阜の児童文学者展
・本 de 子育てカフェ YA 編

・ロボカップジュニア岐阜ノード大
　会
・家庭科学講座（１月～２月）

＜展覧会等＞
・日展出品作と下絵（１月～３月）
・ぎふ次世代の作家展（１月～３月）
＜講座等＞
・企画展関連教室等（１月～３月）
・岐阜和傘を作る（１月・３月）

2 月 ・長良川ふるさと体験キャラバン冬
・情報誌「ｅｇｇ」冬号発行
・第 2 回運営委員会
・少年団体連絡協議会

・初任者研修
・２年目研修
・３年目研修
・４年目研修
・６年目研修
・12 年目研修
・理科主任研修
・特別支援教育コーディネーター担
　当者研修
・学校図書館担当者研修
・特別支援学級・通級指導教室新任
　担当教員研修

・生活デザイン講座
・児童向け行事「おはなし会」
・ビジネス支援セミナー
・おとなの夜学
・蔵書点検
・ほんまるけ編集委員会
・みんなの図書館シアター
・自分史講座
・子どもラジオ
・子どもと本と遊ぶ日
・司書能力養成講座
・ほん×まちトーク
・世界にひらく窓
・司書業務研修会
・ボランティア研修会

・科学館協議会

3 月 ・情報主任研修
・小中学校英語担当者研修

・児童向け行事「おはなし会」
・長良川大学講座「読み聞かせ講座」
・おとなの夜学
・子どもラジオ
・カンチョーと語ろう
・並木道読書会
・ボランティア新規説明会

＜展覧会等＞
・須藤美保展

・卒業式
・高校入試
・終業式
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委 員 会 名 所 掌 事 務 委員定数 委 員 構 成 任期 所　管

岐阜市教育委員会
指定管理者選定委
員会

教育委員会が所管する公の施設の指
定管理者の候補者の選定に当たって
の審査並びに指定管理者に関する事
項についての調査及び審議

5 人
経営分析に関する専門知
識を有する者、施設利用
団体代表、保護者

5 年 教育政策課

岐阜市教育委員会
指定管理者評価委
員会

教育委員会が所管する公の施設の指
定管理者による施設の管理運営状況
の評価に当たっての審議

5 人
経営分析に関する専門知
識を有する者、施設利用
団体代表、保護者

5 年 教育政策課

岐阜市教育委員会
事務点検評価委員
会

地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律（昭和 31 年法律第 162 号）
第 26 条の規定による教育委員会の
権限に属する事務の管理及び執行の
状況についての点検及び評価に当
たっての調査及び審議

3 人 学識経験者 2 年 教育政策課

岐阜市教育振興基
本計画検討委員会

教育基本法（平成 18 年法律第 120
号）第 17 条第 2 項の規定による教
育の振興のための施策に関する基本
的な計画の策定に関する事項につい
ての調査及び審議

15 人
学識経験者、保護者、校
長会代表、企業・ＮＰＯ
法人代表、弁護士会代表

2 年 教育政策課

岐阜市立小学校及
び中学校通学区域
審議会

市立の小学校及び中学校の通学区域
の設定又は変更に関する事項の調査
及び審議

15 人
学識経験者
市議会議員

1 年 教育政策課

岐阜市就学指導委
員会

児童及び生徒の障がいの区分及び程
度の判断並びに就学すべき義務教育
諸学校の決定に当たっての審査

30 人

学識経験者、学校医・専門
医、児童福祉関係、特別
支援教育担当教諭、校長
会代表等

年 度
末

学校指導課

岐阜市教育委員会
いじめ問題対策委員
会※ 1

いじめの防止等のための対策を実効
的に行うための調査及び審議

5 人

学識経験者、臨床心理士
会 代 表、 弁 護 士 会 代 表、
ＰＴＡ連合会代表、教育
委員会が適当と認める者

2 年 学校指導課

岐阜市立義務教育
諸学校教科用図書
採択検討委員会

岐阜市立小学校教科用図書及び岐阜
市立中学校教科用図書採択に関する
検討

13 人

教育長、学識経験者、経済
界代表、自治会代表、コ
ミュニティスクール代表、
ＰＴＡ連合会代表、教育
委員会事務局員等

2 年 学校指導課

岐阜市学校給食研
究委員会

岐阜市立学校の学校給食の実施（学
校給食の献立作成を除く。）につい
ての調査及び審議

15 人
学識経験者、学校教育関
係者

１年 学校保健課

岐阜市学校給食献
立作成委員会

岐阜市立学校の学校給食の献立作成
に当たっての審議

15 人
関係行政機関職員、学校
教育関係者、教育委員会
職員

1 年 学校保健課

岐阜市学校結核対
策委員会

岐阜市立義務教育諸学校における結
核対策についての調査及び審議

20 人
学識経験者、関係行政機
関職員、学校教育関係者

1 年 学校保健課

岐阜市史編さん委
員会

岐阜市史編さんの基本方針の策定及
びその実施に関する事項についての
調査及び審議

10 人
各種団体推薦者
学識経験者、公募委員

翌 年
度末

社会教育課

岐阜市史編さん専門
委員会

岐阜市史編さんに関する専門的な事
項についての調査及び審議

12 人 学識経験者 ※ 2 社会教育課

史跡加納城跡整備
委員会

史跡加納城跡の保存及び活用に関す
る事項についての調査及び審議

10 人 学識経験者
翌 年
度末

社会教育課

史跡岐阜城跡整備
委員会

史跡岐阜城跡の保存及び活用に関す
る事項についての調査及び審議

10 人 学識経験者
翌 年
度末

社会教育課

（平成３０年５月１日現在）
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委 員 会 名 所 掌 事 務 委員定数 委 員 構 成 任期 所　管

史跡岐阜城跡整備
専門委員会

史跡岐阜城跡の保存及び活用に関す
る特定の事項についての調査及び審
議

10 人 学識経験者
翌 年
度末

社会教育課

岐阜市長良川鵜飼
習俗総合調査委員
会

長良川鵜飼習俗に関する文化財の保
存及び活用に関する事項についての
調査及び審議

10 人 学識経験者
翌 年
度末

社会教育課

岐阜市長良川鵜飼
習俗総合調査専門
委員会

長良川鵜飼習俗に関する文化財の保
存及び活用に関する特定の事項につ
いての調査及び審議

15 人 学識経験者
翌 年
度末

社会教育課

岐阜市長良川流域
の文化的景観検討
委員会

文化財保護法（昭和 25 年法律第
214 号）第 134 条第 1 項の規定によ
る長良川流域の重要文化的景観の選
定の申出並びにその保存及び活用に
関する事項についての調査及び審議

20 人 学識経験者、住民代表者
翌 年
度末

社会教育課

岐阜市社会教育委
員会

社会教育に関する諸計画の立案並び
に社会教育に関する事項についての
調査及び研究

10 人
学校教育関係者、社会教
育関係者、学識経験者

2 年 社会教育課

岐阜市文化財審議
会

文化財の保存及び活用に関する専門
的及び技術的事項についての調査及
び審議

10 人 学識経験者 2 年 社会教育課

岐阜市公民館運営
審議会

公民館における各種の事業の企画実
施についての調査及び審議

150 人
（50 館）

※ 3

学校教育関係者、社会教
育関係者、学識経験者

2 年 社会教育課

岐阜市早田教育集
会所運営審議会

集会所の行う各種事業の企画及び実
施についての調査及び審議

10 人
住民代表者、学識経験者、
教育関係者

2 年
社会教育課

（人権啓発センター）

岐阜市放課後チャ
イルドコミュニティ
推進委員会

放課後チャイルドコミュニティ（放
課後等に児童生徒が学校その他の場
所で行う学習その他の活動を推進す
る事業をいう。）の実施に関する事
項についての調査及び審議

12 人
教育関係者、自治会役員、
社会教育関係者、青少年
育成関係者

年 度
末

青少年教育課

岐阜市少年自然の
家運営審議会

自然の家の運営に関する事項につい
ての審議

15 人
市議会議員、学校教育関
係者代表、社会教育関係
者代表、学識経験者

2 年 青少年教育課

岐阜市立図書館協
議会

岐阜市立図書館の運営と図書館奉仕
などについての調査及び審議

15 人

学校教育及び社会教育関
係者、家庭教育の向上に
資する活動を行う者、学
識経験者、公募委員、そ
の他教育委員会が適当と
認める者

2 年 図書館

岐阜市歴史博物館
協議会

博物館の運営に関する事項について
の審議

15 人
市議会議員、学識経験者、
校長会代表、公募委員等

2 年 歴史博物館

岐阜市歴史博物館
資料評価委員会

岐阜市歴史博物館において購入する
資料についての審査

12 人 学識経験者 2 年 歴史博物館

岐阜市歴史博物館
分館資料評価委員
会

岐阜市歴史博物館分館において購入
する資料についての審査

5 人 学識経験者 2 年 歴史博物館

岐阜市科学館協議
会

科学館の運営に関する事項について
の審議

10 人
市議会議員、教育関係者、
学識経験者、公募委員

2 年 科学館

岐阜市青少年会館
運営委員会

岐阜市青少年会館の運営に関する事
項についての審議

11 人
市議会議員、学識経験者、
各種団体推薦者、公募委
員

2 年 中央青少年会館
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委 員 会 名 所 掌 事 務 委員定数 委 員 構 成 任期 所　管

岐阜市スポーツ推
進計画検討委員会

スポーツ基本法（平成 23 年法律第
78 号）第 10 条第 1 項の規定による
スポーツ推進計画の策定及び推進に
関する事項についての調査及び審議

15 人

学識経験者、各種団体が
推薦する者、関係行政機
関職員、公募委員、学校
教育関係者

2 年 市民体育課

※１　平成 25 年６月にいじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号）が公布され、同年９月に施行されました。法律の規定を受
　　けて、岐阜市では、平成 26 年 3 月に、岐阜市におけるいじめの防止等のための対策を総合的、効果的に推進するための基本方
　　針である、いじめ防止等対策推進条例（平成 26 年岐阜市条例第 39 号）を制定しました。この条例では、いじめの防止、早期発見、
　　対処にかかる基本理念、市、学校、教職員の責務、いじめ防止等対策のための組織の設置について定めています。
※２　 委嘱の日から市史編さんの事務が完了するときまで
※３　うち３名は兼務者 
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